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人口と世帯数│総人口 : 1,513 人│男 : 740 人│女 : 773 人│世帯数 : 762世帯
（令和元年6月30日現在）（令和元年6月30日現在）（令和元年6月30日現在）

8月15日（木）
花火打上げ：20：30頃

場所：三原中学校グラウンド

17:30～
（雨天順延）

み 祭らは
第38回

開催
○村県民税　第２期　　令和元年09月02日

○国保税　　第２期　　令和元年09月02日

○国保税　　第３期　　令和元年09月30日

よろしくお願いします。

期限のおしらせ村 付税 納

ゆずどりんくゆずどりんく
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村
長 

行
政
報
告

　

中
央
公
民
館
新
築
に
伴
い
、

村
有
間
伐
材
利
用
促
進
の
観
点

か
ら
、２
月
よ
り
３
百
㎥
を
搬

出
し
加
工
所
で
製
材
乾
燥
も
完

了
、今
後
予
定
と
し
て
７
月
建

築
入
札
、令
和
２
年
３
月
末
完

成
見
込
み
で
す
。小
、中
学
校
の

空
調
工
事
は
８
月
下
旬
稼
動
を

目
指
し
工
事
中
で
す
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
撤
去
に
伴
う

フ
ェ
ン
ス
整
備
工
事
は
教
員
住

宅
は
工
事
完
了
。中
学
校
は
８

月
初
旬
の
工
期
に
向
け
安
全
作

業
に
十
分
留
意
し
工
事
を
進
め

ま
す
。

　

中
学
生
海
外
研
修
に
向
け
て

本
年
度
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
テ
レ
ビ
電
話
で
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
エ
ッ
ジ
ヒ
ル
校
の

子
ど
も
達
と
電
子
黒
板
に
よ
る

双
方
の
語
学
レ
ッ
ス
ン
を
実
施

し
研
修
に
向
け
て
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
。

　

国
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲

与
に
係
る
額
が
、地
方
譲
与
税

と
し
て
交
付
さ
れ
ま
す
。村
内

に
お
け
る
森
林
整
備
等
林
業
振

興
に
要
す
る
財
源
に
充
て
る
も

の
で
村
が
森
林
所
有
者
と
林
業

施
業
者
を
繋
ぐ
仲
介
役
を
行
う

事
業
で
す
。特
に
荒
廃
が
進
ん

で
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
な

い
森
林
所
有
者
の
特
定
な
ど
、

制
度
活
用
上
、住
民
へ
の
周
知

方
法
は
。又
村
全
体
の
森
林
整

備
に
つ
い
て
公
平
性
は
保
て
る

の
か
伺
う
。

　

森
林
簿
や
林
地
台
帳
等
に
よ

り
森
林
の
整
備
履
歴
を
確
認

し
、所
有
者
を
特
定
す
る
。住
民

へ
の
周
知
は
、広
報
、チ
ラ
シ
で

周
知
し
経
営
管
理
意
向
調
査
を

行
う
。村
内
全
域
で
の
意
向
調

査
は
難
し
い
の
で
、調
査
対
象

地
域
を
分
け
て
順
次
実
施
し
て

い
か
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。森
林
整
備
の
公
平
性
の
担

保
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、総

務
常
任
委
員
会
の
中
で
話
し
合

い
、公
平
さ
を
担
保
す
る
よ
う

し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
き
ま

す
。

昨
年
度
よ
り
放
課
後
子
ど
も
教

室
が
開
設
い
た
し
ま
し
た
。し

か
し
運
営
い
た
し
ま
す
と
早
速

一
般
質
問

　

放
課
後
子
ど
も
教
室

に
つ
い
て

質
問　

杉
本　

龍
司

　

森
林
経
営
管
理
制
度

に
つ
い
て

質
問　

嶋
田　

一
二
三

答
弁　

田
野
村
長
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改
定
す
べ
き
件
が
出
て
お
り
ま

す
。そ
の
現
状
を
村
長
は
把
握

出
来
て
い
ま
す
か
。問
い
合
わ

せ
、処
置
の
見
解
を
求
め
ま
す
。

　

来
年
度
か
ら
は
入
学
予
定
児

童
が
対
象
と
な
る
よ
う
要
綱
を

見
直
し
、十
分
な
支
援
員
を
確

保
し
て
臨
み
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

こ
れ
か
ら
行
政
運
営
に
対
し
て

も
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
、計
画
、実
行
、評

価
、改
善
、そ
の
様
な
事
を
前
提

に
事
業
に
着
手
し
、子
育
て
世

代
の
視
線
に
も
目
を
向
け
て
く

れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

情
報
を
協
議
し
な
が
ら
や
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
齢
者
及
び
老
老
介
護
の
人
の

日
常
ゴ
ミ
の
件
が
、以
前
か
ら

取
り
上
げ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。そ
の
後
も
行
政
か
ら
は
何

も
改
善
措
置
が
取
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
、対
策
の
構
築
を
求
め
る
。

　

ゴ
ミ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て

は
、行
政
、社
協
、集
活
、地
域
住

民
な
ど
の
連
携
を
図
り
な
が
ら

地
域
の
方
々
の
力
を
借
り
、

困
っ
て
い
る
方
の
手
助
け
が
出

来
る
ル
ー
ル
作
り
な
ど
に
力
を

入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

村
長
と
執
行
部
各
課
長
と
の

意
思
疎
通
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
取
れ
て
い
る
の
か
伺

う
。

　

定
期
的
に
幹
部
職
員
会
を

行
っ
て
お
り
、各
課
の
案
件
や

行
事
な
ど
に
つ
い
て
協
議
、検

討
、意
見
交
換
に
よ
っ
て
そ
の

内
容
は
下
部
職
員
に
も
伝
わ
っ

て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。緊

急
性
の
あ
る
各
課
で
の
案
件
に

つ
い
て
は
、そ
の
都
度
協
議
し

て
進
め
て
い
る
の
で
、意
思
疎

通
は
し
っ
か
り
取
れ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
る
。

　

各
課
職
員
の
連
携
、横
の
繋

が
り
は
出
来
て
い
る
の
か
伺

う
。

　

各
課
が
そ
れ
ぞ
れ
所
管
事

務
、事
業
を
役
割
を
担
っ
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

連
携
に
つ
い
て
は
、公
民
館

新
築
工
事
の
様
に
農
林
業
建
設

課
と
教
育
委
員
会
の
連
携
事
業

や
そ
れ
以
外
に
も
連
携
事
業
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

議
会
に
対
し
て
村
の
行
政
説

明
、予
算
、村
の
方
向
性
な
ど
が

遅
い
と
思
わ
れ
る
点
と
計
画
の

変
更
が
多
い
の
は
何
が
原
因
だ

と
思
わ
れ
る
か
伺
う
。

　

事
業
に
よ
っ
て
は
指
摘
の
通

り
説
明
、報
告
が
遅
か
っ
た
事

業
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で

は
な
く
、国
の
緊
急
で
の
政
策

や
、国
の
予
算
事
情
が
あ
っ
た

事
に
は
ご
理
解
を
頂
き
た
い
。

今
後
に
お
い
て
は
随
時
説
明
、

報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。計

画
の
変
更
が
多
い
の
で
は
の
点

は
、事
業
が
動
き
始
め
て
課
題

や
問
題
点
が
出
て
来
る
ケ
ー
ス

が
多
々
あ
り
、そ
の
都
度
協
議
、

検
討
し
た
結
果
の
最
良
策
で
す

の
で
ご
理
解
し
て
頂
き
た
い
。

　

職
員
の
業
務
の
適
正
確
保
す

る
為
の
職
務
体
制
に
基
づ
き
各

課
に
専
門
職
の
配
置
が
必
要
で

は
な
い
か
伺
う
。

　

専
門
職
の
土
木
、建
築
関
係

の
技
術
職
の
職
員
募
集
は
今
ま

で
行
っ
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
技
術
職
の
採
用
も
視
野

に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思

う
。ま
た
職
員
定
数
に
も
関
係

し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

今
後
検
討
も
お
願
い
し
た
い
。

　

宮
ノ
川
、柚
ノ
木
の
低
所
得

者
向
け
の
村
営
住
宅
の
家
賃
改

正
は
出
来
な
い
も
の
か
。ま
た

地
域
優
良
賃
貸
住
宅
な
ど
の
建

築
は
考
え
て
い
な
い
か
伺
う
。

　

公
営
住
宅
施
行
令
に
基
づ
き

入
居
者
収
入
基
準
、家
賃
算
定

基
準
で
算
定
し
て
い
る
。県
に

確
認
し
た
結
果
、国
の
定
め
る

30
年
以
上
経
過
し
て
い
れ
ば
用

途
廃
止
が
可
能
と
の
事
で
、今

後
は
県
の
指
導
を
受
け
な
が
ら

見
直
し
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。新
た
な
賃
貸
住
宅
に
つ
い

　

田
野
行
政
に
つ
い
て

質
問　

浅
井　

大
徳

　

高
齢
弱
者
の
生
活
ゴ
ミ

対
応
に
つ
い
て

質
問　

杉
本　

龍
司

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

質
問　

杉
本　

龍
司

質
問　

浅
井　

大
徳

質
問　

浅
井　

大
徳

質
問　

浅
井　

大
徳

質
問　

浅
井　

大
徳
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て
は
、議
員
の
皆
様
と
協
議
を

す
る
中
で
検
討
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
思

う
。

　

農
泊
事
業
の
現
状
の
課
題
で

あ
る
地
元
地
主
と
の
協
議
及
び

そ
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

　

進
入
路
の
件
に
つ
い
て
は
県

及
び
村
に
対
し
て
調
定
の
申
し

立
て
が
あ
り
、弁
護
士
に
依
頼

し
て
対
応
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

稲
作
政
策
は
当
村
の
総
力
で

取
り
組
む
べ
き
課
題
で
は
な
い

か
、リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
村
長

の
決
意
を
伺
う
。

　

米
農
家
に
と
っ
て
は
大
事
な

産
業
で
す
。全
村
民
に
、全
農
家

で
組
織
化
す
る
よ
う
に
訴
え
な

が
ら
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。先
ず
価
格
の

安
定
が
必
要
で
す
、今
は
出
発

点
で
す
か
ら
農
家
を
巻
き
込

み
、農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
、三
原

村
農
業
公
社
等
各
組
織
の
協
力

を
得
て
、三
原
米
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
推
進
し
て
参
り
ま
す
。

　

森
林
税
の
創
設
に
伴
っ
て
の

森
林
経
営
管
理
制
度
は
当
村
に

と
っ
て
の
意
義
の
あ
る
事
業
で

す
。豊
か
な
森
林
資
源
の
整
備

と
活
用
、そ
れ
に
よ
る
雇
用
の

創
出
や
森
林
作
業
者
の
技
術
の

継
承
に
も
繋
げ
る
べ
き
で
す
。

補
助
金
あ
り
き
の
不
確
定
事
業

よ
り
も
地
域
の
資
源
を
活
か
し

た
事
業
に
取
り
組
む
チ
ャ
ン
ス

で
あ
り
、特
に
こ
の
事
業
は
個

人
の
森
林
整
備
も
積
極
的
に
推

進
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
村
長

の
所
見
を
伺
う
。

　

村
有
林
、国
有
林
に
於
い
て

多
用
な
森
林
づ
く
り
を
推
進
す

る
。民
有
林
に
つ
い
て
は
所
有

者
の
皆
様
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
り
な
が
ら
、間
伐
事
業
も
行

い
つ
つ
森
林
整
備
に
努
め
る
。

　

人
口
減
を
考
慮
し
て
公
民
館

新
築
の
見
直
し
等
は
な
い
の

か
、ま
た
運
用
に
つ
い
て
も
高

齢
者
と
子
ど
も
達
と
の
交
流
の

場
と
し
て
等
々
、村
民
に
開
か

れ
た
運
用
を
す
べ
き
と
考
え
ま

す
が
教
育
長
の
所
見
を
伺
う
。

　

公
民
館
の
現
在
の
運
用
で
も

９
つ
の
教
室
を
行
っ
て
お
り
、

高
齢
者
の
方
々
も
教
室
に
よ
っ

て
は
多
く
参
加
し
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。今
年
度
は
小
学
生
の

サ
ロ
ン
等
、地
域
と
か
高
齢
者

と
の
交
流
も
考
え
て
お
り
ま

す
。新
公
民
館
で
は
社
会
福
祉

協
議
会
、文
化
協
会
、保
育
所
、

小
中
学
校
等
連
携
し
た
、高
齢

者
を
元
気
に
す
る
為
の
活
用
も

考
え
て
お
り
ま
す
。

令
和
元
年
度
三
原
村
一
般
会
計

歳
入
歳
出
補
正
予
算

　

15
節
の
工
事
請
負
費
で
63
万

９
千
円
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て

は
、
下
長
谷
の
公
衆
ト
イ
レ
を

洋
式
に
改
修
す
る
も
の
で
便
器

は
３
個
分
で
す
。

質
疑　

浅
井　

大
徳

　

村
内
に
は
ま
だ
皆
尾
集
会
所

と
星
ヶ
丘
に
も
ト
イ
レ
が
あ
る

が
、
今
後
改
修
は
し
て
行
く
の

か
。

答
弁　

武
内
総
務
課
長

　

皆
尾
、
星
ヶ
丘
に
つ
い
て
は

来
年
度
当
初
予
算
に
計
上
し
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
案
審
議

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

田
野
村
長

答
弁　

武
内
教
育
長

　

農
泊
事
業
に
つ
い
て

質
問　

増
井　

三
郎

　

農
業
振
興
に
つ
い
て

　

森
林
整
備
に
つ
い
て

質
問　

増
井　

三
郎

質
問　

増
井　

三
郎

　

公
民
館
の
運
用
に
つ
い
て

質
問　

増
井　

三
郎

　

風
疹
の
追
加
対
策
に
係
る
委

託
料
百
６
万
９
千
円

質
疑　

浅
井　

大
徳

　

該
当
者
に
は
通
知
さ
れ
る
も

の
か
又
病
院
指
定
な
の
か

答
弁　

中
内
住
民
課
長

　

抗
体
検
査
を
行
っ
て
、
抗
体

が
無
い
人
に
対
し
て
予
防
接
種

を
受
け
て
も
ら
う
と
い
う
事
で

す
。
契
約
し
て
い
る
医
療
機
関

が
あ
り
ど
こ
の
医
療
機
関
か
は

案
内
文
を
入
れ
る
。

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
自
動
車

借
上
料
19
万
１
千
円

質
疑　

嶋
田　

一
二
三

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
が
４
月

末
で
１
名
減
と
な
っ
て
い
る

が
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
確

保
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
併
せ
て
当
初
予
算
の
54

万
５
千
円
と
の
関
連
は

補
足
説
明　

武
内
総
務
課
長

補
足
説
明　

中
内
住
民
課
長

補
足
説
明　

阿
部
地
域
振
興
課
長

答
弁　

田
野
村
長
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議
案
審
議

令
和
元
年

第
四
回 

臨
時
会

答
弁　

阿
部
地
域
振
興
課
長

　

森
林
組
合
と
星
ヶ
丘
の
公
園

事
業
等
に
募
集
を
行
っ
て
い
る

が
、
現
在
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い

な
い
状
況
で
す
。
当
初
の
リ
ー

ス
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
６
月

分
ま
で
の
も
の
で
、
地
域
お
こ

し
協
力
隊
と
集
落
支
援
員
の

リ
ー
ス
料
で
す
。

　

工
事
請
負
契
約
の
締
結

工

事

名　

三
原
村
農
泊
交
流

　
　
　
　
　

施
設

（ 

改
修
・
増
築
）工
事

契
約
相
手　

協
業
組
合
テ
ス
ク

契
約
金
額　

１
億
４
千
１
百
48
万
円

工　
　

期　

令
和
元
年
９
月
25
日

入
札
方
法　

指
名
競
争
入
札

質
疑　

増
井　

三
郎

　

５
月
27
日
に
入
札
し
、５
月

30
日
に
議
会
を
開
催
し
、
議
決

す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
性
急
過

ぎ
る
。し
か
も
こ
の
間
は
議
長
・

副
議
長
は
東
京
出
張
中
で
あ

り
、精
査
す
る
時
間
も
無
く
、納

得
で
き
な
い
。
村
長
の
真
意
を

伺
う
。

答
弁　

田
野
村
長

　

今
回
の
農
泊
事
業
は
、
色
々

問
題
が
あ
り
、職
員
に
も
、業
者

に
も
迷
惑
を
か
け
て
い
る
。
こ

れ
か
ら
は
こ
の
様
な
事
の
無
い

様
全
身
全
霊
を
か
け
て
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

質
疑　

増
井　

三
郎

　

こ
の
農
泊
事
業
は
当
初
よ
り

課
題
が
あ
り
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
、
例
え
ば
施
設
へ
の
進
入

路
に
つ
い
て
も
地
元
の
地
主
と

の
協
議
に
も
問
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、赤
線〔（
里
道
〕を
活

用
し
て
進
入
路
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
道
の
一
部
に
は
隣
接

地
の
地
主
か
ら
無
償
貸
与
を
請

け
、承
諾
書
を
取
っ
て
い
る
が
、

一
方
で
は
、
県
は
公
共
道
路
用

地
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

が
、
そ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
あ

る
が
如
何
か
。

答
弁　

田
野
村
長

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
何
回

も
質
問
を
頂
い
て
お
り
ま
す

が
、
私
と
し
て
は
県
か
ら
占
用

許
可
も
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

の
で
、県
と
一
緒
に
な
っ
て
、進

め
て
参
り
ま
す
の
で
問
題
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

質
疑　

浅
井　

大
徳

　

工
期
が
９
月
25
日
と
４
ヶ
月

し
か
な
い
が
、
完
成
で
き
る
の

か
確
認
を
求
め
る
。

答
弁　

阿
部
地
域
振
興
課
長

　

契
約
の
工
期
は
９
月
25
日
と

な
っ
て
お
り
、
工
期
内
の
完
成

を
考
え
て
い
ま
す
。

質
疑　

嶋
田　

一
二
三

　

今
回
の
請
負
契
約
は
、
指
名

競
争
入
札
と
い
う
事
で
す
が
、

何
社
指
名
さ
れ
、
実
際
何
社
が

入
札
さ
れ
た
の
か
お
聞
き
し
ま

す
。

答
弁　

阿
部
地
域
振
興
課
長

　

指
名
競
争
入
札
で
10
社
指
名

し
ま
し
て
、
６
社
の
辞
退
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
４
社
で
入
札
し

て
い
ま
す
。

質
疑　

杉
本　

龍
司

　

４
ヶ
月
で
の
改
築
・
増
築
は

厳
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
工
事

の
安
全
性
を
含
め
、
突
貫
工
事

等
に
よ
る
安
全
性
を
業
者
に
担

保
す
べ
き
で
あ
る
が
如
何
か
。

答
弁　

阿
部
地
域
振
興
課
長

　

安
全
面
に
つ
い
て
は
、
業
者

に
当
然
の
事
と
し
て
促
し
ま

す
。

反
対
討
論　

増
井　

三
郎

　

精
査
の
時
間
も
少
な
く
、
明

確
な
答
弁
も
い
た
だ
け
な
い
の

で
反
対
と
し
ま
す

工
事
請
負
契
約
の
締
結

工

事

名　

三
原
村
農
泊
交
流

　
　
　
　
　

施
設

（ 

ロ
ッ
ジ
）新
築
工
事

契
約
相
手　

協
業
組
合
テ
ス
ク

契
約
金
額　

5
千
76
万
円

工　
　

期　

令
和
元
年
９
月
25
日

入
札
方
法　

指
名
競
争
入
札

質
疑　

新
谷　

和
幸

　

ロ
ッ
ジ
３
棟
で
５
千
万
の
金

額
で
す
が
、
３
棟
一
括
請
負
で

は
な
く
、
村
内
業
者
の
育
成
及

び
村
内
の
雇
用
の
促
進
か
ら
も

多
少
経
費
増
に
な
っ
て
も
、
分

割
等
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
か

の
か
、村
長
の
考
え
を
伺
う
。

答
弁　

田
野
村
長

　

経
費
の
問
題
も
あ
り
ま
し

て
、
ど
う
し
て
も
一
括
に
せ
ざ

る
を
得
な
く
、
そ
う
し
て
お
り

ま
す
。
村
内
の
業
者
も
空
家
及

び
耐
震
補
強
工
事
等
で
一
杯
仕

事
を
持
っ
て
お
り
、
な
か
な
か

そ
れ
が
出
来
な
い
状
況
で
す
。

質
疑　

新
谷　

和
幸

　

現
在
は
、
村
内
業
者
も
手
持

ち
の
工
事
が
一
杯
と
の
こ
と
で

す
が
、
今
後
も
こ
の
様
な
工
事

が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
村

民
の
事
を
考
え
て
大
き
な
業
者

だ
け
で
な
く
、
小
さ
な
業
者
の

育
成
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
考

え
は
な
い
か
伺
う
。

補
足
説
明　

阿
部
地
域
振
興
課
長

補
足
説
明　

阿
部
地
域
振
興
課
長
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令和元年　第５回定例会（６月）の議案の賛否一覧令和元年　第５回定例会（６月）の議案の賛否一覧令和元年　第５回定例会（６月）の議案の賛否一覧
○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

可

可

可

可

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

氏　名

議　案

三原村森林環境譲与税基金条例を制定することについて

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する事について

三原村災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正することに

ついて

三原村介護保険条例の一部を改正することについて

可　

否

武　

内

増　

井

大　

倉

浅　

井

嶋　

田

新　

谷

　

沖
杉　

本

令和元年　第４回臨時会（5月）の議案の賛否一覧令和元年　第４回臨時会（5月）の議案の賛否一覧令和元年　第４回臨時会（5月）の議案の賛否一覧
○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

可

可

×

×

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

ー

ー

氏　名

議　案

工事請負契約を締結する事について

【三原村農泊交流施設(改修・増設）工事】

工事請負契約を締結する事について

【三原村農泊交流施設(ロッジ）新築工事】

可　

否

武　

内

増　

井

大　

倉

浅　

井

嶋　

田

新　

谷

　

沖
杉　

本

答
弁　

田
野
村
長

　

情
報
収
集
を
し
な
が
ら
、
村

民
優
先
を
考
え
て
参
り
ま
す
。

次
回
か
ら
は
、
も
う
少
し
目
配

り
を
し
な
が
ら
や
っ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

質
疑　

杉
本　

龍
司

　

こ
の
事
業
は
工
期
が
４
ヶ
月

と
短
く
村
内
個
人
業
者
が
参
入

出
来
な
い
状
況
下
で
、
仕
事
が

少
な
い
村
内
業
者
や
若
い
世
代

の
方
々
の
雇
用
の
創
出
や
村
長

の
選
挙
公
約
で
も
あ
る
人
口
増

に
も
繋
が
っ
て
な
く
、
村
民
に

恩
恵
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
様

な
配
慮
も
必
要
で
は
な
い
か
伺

う
。

答
弁　

田
野
村
長

　

今
回
の
入
札
は
、
工
期
が
短

い
と
か
短
く
な
い
と
か
は
別
な

の
で
す
。発
注
す
る
ま
で
に
、例

え
ば
新
築
事
業
中
と
か
空
家
対

策
を
や
っ
て
い
る
と
か
、
色
々

な
状
況
か
ら
一
括
請
負
に
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

配
慮
も
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

反
対
討
論　

杉
本　

龍
司

　

こ
の
２
件
を
同
じ
業
者
で
同

じ
工
期
、
本
当
に
安
全
に
施
工

し
て
、
工
期
に
間
に
合
わ
せ
て

出
来
る
か
疑
問
が
残
り
反
対
し

ま
す
。

賛
成
討
論　

浅
井　

大
徳

　

Ａ
ラ
ン
ク
の
選
定
や
安
全
面

等
々
を
加
未
し
て
賛
成
し
ま

す
。
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可

可

可

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

三原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正することについて

令和元年度三原村一般会計歳入歳出補正予算を定めることにつ

いて　　　　　　　　　　　　　　　　　（27,918千円の増額）

令和元年度三原村介護保険特別会計歳入歳出補正予算を定める

ことについて　　　　　　　　　　　　　 （2,395千円の増額）

○：賛成　　×：反対　　欠：欠席　　議長：－

氏　名

議　案

可　

否

武　

内

増　

井

大　

倉

浅　

井

嶋　

田

新　

谷

　

沖
杉　

本

常任委員会の動き（５月～７月）

6月6日

　◎公営塾（三原みらい塾）案について

　◎意見書の取り扱いについて

6月14日

　◎６月定例議会対応について

　◎意見書の取り扱いについて

7月2日

　◎土地開発公社・農業公社の平成３０年度決算について

総務常任委員会

6月14日

　◎６月議会対応で日程等調整。

議会運営委員会

7月9日

　◎６月定例会等の広報編集。

広報委員会
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令和元年６月１日

令和元年7月5日社会を明るくする運動

令和元年5月22日

三原小学校　２年生

稚鮎放流稚鮎放流稚鮎放流

ほたるまつり

強調月間（7月）
　社会を明るくする運動強調月間により、総理大臣のメッセージ伝達が行われました。
　村長や三原村保護司会の大倉さんによる挨拶の後、広報車で村内全域に呼びかけを行い
ました。
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火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は１１９
～ひとつずつ いいね！で確認 火の用心～

大雨や台風の気象情報に注意して早めに
防災対策・避難行動を行いましょう

●寝室

　寝室には必ず設置します。（来客が就寝する部屋は除きます。）

●階段

　寝室が2階以上にある場合、階段にも設置します。

●台所（任意設置）

　火災予防条例では設置義務はありませんが、設置をおすすめします。

　台所には「熱式」の感知器をおすすめします。　

　初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風による自然災害が発生しやすい季節です。時間を

追って段階的に発表される「注意報」や「警報」などの防災気象情報を有効に活用し、早めに避難などの防災行動を

とるようにしましょう。

　雨が降り出したら、大雨や洪水の「警報」、さらに「土砂災害警戒情報」にも注意しましょう。この「土砂災害警戒

情報」は、「警報」の発表後、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに都道府県と気象庁が共同で発表してお

り、命を奪うような土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況であることを伝える情報です。

　村から避難準備・高齢者等避難開始の発令があったときは、いつでも避難を開始できるよう準備するとともに、

危険を感じたら自主的に避難を開始しましょう。特に、高齢者や子どものいる家庭など避難に時間を要する家庭

では早めに避難することが重要です。避難勧告・避難指示があったときは、安全なルートで避難場所にすぐに避難

してください。川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると、命にかかわります。天候が

荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。

住宅用火災警報器についてのお問い合わせ先

幡多西部消防組合三原分署　予防係　　℡ 0880-46-2629

9 2015.122015.12月号月号 広報広報 みはらみはら9 2019. 8月号 広報 みはら



102019. 8月号 広報 みはら



9 2015.122015.12月号月号 広報広報 みはらみはら11 2019. 8月号 広報 みはら



　平成31年4月から出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。平成31

年2月1日以降に出産をした方が対象となり、出産予定日または出産日が属する月の前月から４

か月間の国民年金保険料が免除になります。

　届出は、出産予定日の６か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。

　届出の用紙は、日本年金機構のホームページ（ https://www.nenkin.go.jp ）から印刷をするか、

村役場の窓口または年金事務所に備え付けてあります。

出産前後の国民年金保険料が免除になります

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。口座振替には、当月分保険料を当

月末に振替納付することにより、月々５０円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額

が多い「６か月前納」、「１年前納」、「２年前納」もあり大変お得です。口座振替をご希望の方は、

納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関または年金事務

所へお申し出ください。

国民年金保険料は口座振替がお得です！

　Pay-easy（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便利です。納付書の

左側に記載されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」をPay-easy対応のＡＴＭ、イン

ターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力するだけで納付できます。ただ

し、コンビニエンスストア内に設置されている複数の銀行に対応しているＡＴＭでは利用でき

ませんのでご注意ください。 

納付書での支払ならPay-easyが便利です！ 

国民年金広場
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　年金ポータルは、年金に関する情報をインターネット上で容易に見つけられるために厚生労

働省が作成したポータルサイトです。このポータルサイトでは、自分の日常生活の中のシーン

に合わせたテーマや、年金制度の基本的な仕組みについてさまざまな関係機関のホームページ

から情報を探すことができます。専門用語をできるだけ使わずに図やイラストによる解説でシ

ンプルに説明しており、年金について知りたいことがすぐに探せる「入口」としてご利用いただ

けます。年金ポータルへのURLアドレスは、次のとおりです。

URL　 www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

　令和元年度の幡多年金事務所による出張年金相談は、完全予約制となります。相談に来られ

る方は、前日までに予約をお願いいたします。三原村住民課（46-2111）までご連絡ください。

　次回の年金相談は9月19日木曜日(10時～12時)の予定です。

　歯周病は、歯の喪失をもたらす主要な原因疾患であり、40歳代の約4割が歯周病といわれていま

す。生涯にわたって歯の健康を保つことや、安心安全な出産を支援するため、成人並びに妊婦歯科

健康診査を無料で実施することとなりました。対象となる方には、6月下旬にクーポン券をお送り

しています。

「年金ポータル」をご利用ください！

●●●●出張年金相談のお知らせ●●●●

成人並びに、妊婦歯科健康診査のお知らせ

歯周病が進行すると

このような病気になる確率が上がります 問合せ先　46-2111　【住民課】　

対象者

受診方法

有効期限

抗体検査実施機関

検診内容

自己負担額

三原村在住の方で、歯科健康診査受診票を交付された方。

健診実施機関において、受診票を利用し受診票の有効期間中、1回受診可能。

《妊婦の方は、安定期(16～27週)の受診をお勧めします。》

令和元年4月1日　～　令和2年3月31日

歯科健康診査委託契約に基づき委託した歯科医療機関

問診および口腔内検査、並びに検診結果に基づく指導

無料
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　今年度、がん検診推進事業では、国が指定した特定の年齢の方（下記参照）は無料で乳がん・子宮頸がん検

診が受けられます。対象の方へは｢クーポン券｣を、6月下旬に送付しております。

女性特有のがん検診

風しん対策事業

対象者

検査手順

有効期限

検診実施機関

自己負担額

【子宮頸がん】・・・平成10年4月2日生～平成11年4月1日生

【乳がん】　　・・・昭和53年4月2日生～昭和54年4月1日生

受診票(問診)をご記入の上、無料クーポン券をお持ち下さい。

※受診には必ず事前の予約が必要です。

令和元年6月1日　～　令和2年2月29日

①三原村内で実施する集団検診

②医療機関での個別検診

③人間ドッグでも利用できる場合がございます。予約時にお伝え下さい。

無料
　※令和元年6月1日以降に既にがん検診を医療機関で受診されている方は、

　　　　自己負担分を返還できる場合がありますので、お問い合わせください。

　全国的な風しんの流行が懸念されていますが、公的な予防接種の機会がなかった男性は、風しんの抗体保

有率が低くなっています。そのため、今年度から3年間の追加的対策として、風しんの抗体検査及び風しんの

予防接種を無料で実施することとなりました。

認知症予防教室開催のお知らせ
　聖ヶ丘病院で認知症予防の講座を開催します。

　9月は『高齢者と運転免許』で、高知県運転免許センターと宿毛警察署より講師をお招きしてお話しいただきま

す。事前の申込は不要です。どなたでもお気軽にご参加ください。

日　　時：令和元年9月27日（金）　14時～15時

開催場所：宿毛市押ノ川1196　医療法人祥星会　聖ヶ丘病院　作業療法室

参 加 費：無料

駐 車 場：有 

お問い合わせ：聖ヶ丘病院　地域連携推進室　中野・長尾　　電話番号：0880-63-2146（病院代表）

対象者

検査手順

有効期限

抗体検査実施機関

自己負担額

昭和37年4月2日　～　昭和54年4月1日生まれの男性

まず「風しん抗体検査」を受けていただき、 検査の結果、抗体が低いと判断さ

れた方は「風しん予防接種」を受けるようにしてください。抗体があると判断

された方は予防接種の対象とはなりません。

令和元年5月1日　～　令和4年3月31日

※今回お送りするクーポン券の有効期限は令和2年3月31日迄

・三原村内で実施する特定健康診査会場（国民健康保険加入の方）

・職場（事業所）検診実施機関（社会保険加入の方。事業所に問合せ下さい）

・全国の受託医療機関

無料　※転入等でクーポン券をお持ちでない方、紛失された方等は、住民課までご連絡下さい。

詳しくは6月下旬に届いた封筒

「子宮頸がん・乳がん」無料検診のお知らせをご覧ください。

問合せ先　46-2111　【住民課】

　問合せ先　46-2111　【住民課】

健康維新の志士　　
けん　しん太郎 くん
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幡多広域消費生活センター便り

～住宅の耐震化等を支援しています～

平成30年度　幡多広域消費生活センター受付相談概要について
１．相談概要
　平成30年度に寄せられた相談件数は285件となり、平成29年度の286件に次ぐ高水準となっています。相談者の年代別構成
をみると、60歳代以上が全体の54.2％となっており、例年同様、過半数を占めています。
　①「架空請求」に関する相談が増加
　　公的機関を匂わす「法務省管轄支局」・「民事訴訟管理センター」・「全国訴訟管理センター」等と称し、「差し押さえる」など
　　と脅して、不安を煽るハガキの相談が上位となっています。
　②通信販売における健康食品や化粧品のトラブル
　　「１回だけのお試しと思って注文したが、定期購入になっていた」・「解約したく電話するが繋がらない」といった相談が寄
　　せられています。
　③通信利用料が安くなる
　　「通信回線契約を変更すれば利用料が安くなると言われ契約変更したが、安くなっていない」等の相談が寄せられています。

　村では、災害から身を守る対策として様々な補助を行っております。
　これから来ると予想される南海トラフ大地震等に備え、是非ご活用ください。

■住宅耐震改修事業
　村では、住宅の耐震化に対する費用等について支援しています
　この事業は、①耐震診断→②耐震改修設計→③耐震改修工事の段階ごとに実施します。

■ブロック塀等耐震対策事業 ■老朽住宅除去事業

※幡多広域消費生活センターでは、出前講座
　（無料）による啓発活動を実施しています。
　お気軽にお申込みください。

困ったときは、消費生活センターへご相談ください。 幡多広域消費生活センター
相談受付

・月曜日～金曜日（祝祭日および年末年始を除く）　・９：００～１２：００　/　１３：００～１７：００

電　話  ０８８０－３４－６３０１ ＦＡＸ  ０８８０－３４－６２９５

〒787-0012　四万十市右山五月町８番32号　四万十市立働く婦人の家１階

市町村別相談件数

２．市町村・年代別データ

四万十市

宿毛市

土佐清水市

黒潮町

大月町

三原村

その他

合　計

H30年度年度
市町村 H29年度 H28年度

127

70

26

23

13

10

16

285

143

62

26

23

8

7

17

286

142

43

22

18

8

4

11

248

20 歳未満

20 歳代

30 歳代

40 歳代

50 歳代

60 歳代

70 歳代

その他

相談者年代別（契約当事者）

合計

件数 構成（％）
2

10

22

35

50

50

91

25

285

0.7

3.5

7.7

12.3

17.5

17.5

31.9

8.9

100

年　

代　

別

・昭和56年5月以前*¹に建築され　
　た住宅を対象に県に登録している
　耐震診断士が耐震診断を行います。
・50,000円まで補助
・3,000円自己負担

・耐震診断の結果、耐震性に問題が
　ある住宅に対して耐震改修の設計
　を行います。
・205,000円まで補助

・道路や避難路等に面している倒壊
　の危険性の高いブロック塀につい
　て、撤去及び安全性の高いフェン
　ス等への改修を行います。
・205,000円まで補助

・災害等での倒壊により周囲の住宅
　や、県道、村道、避難路に被害や危
　険を及ぼす恐れのある、空き家等
　の除却を行います。
・1,625,000円まで補助

※１　昭和56年5月31日以前に建築さ
　　　れた木造住宅（戸建、長屋及び共同
　　　住宅で併用住宅を含み持家、賃家
　　　を問わない）
※詳しくは農林業建設課までお問い合わ
　せください。

・②の耐震改修設計に基づいて、耐
　震改修の工事を行います。
・925,000円まで補助

問い合わせ先
三原村役場　農林業建設課

☎（0880）46-2111

①耐震診断

■ブロック塀等耐震対策事業

②耐震改修設計

老朽住宅等の除却

③耐震改修工事

令和元年7月8日  下長谷集会所
出前講座
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国際交流員の

トーマス・キャノンです！
vol.6

　梅雨入りしましたね。梅雨と聞くと一ヶ月の間、雨がやまずに毎日降り続くイメージを　梅雨入りしましたね。梅雨と聞くと一ヶ月の間、雨がやまずに毎日降り続くイメージを

持っていました。インターネットを見たり、誰かに聞いたら、その考え方がすぐに消える持っていました。インターネットを見たり、誰かに聞いたら、その考え方がすぐに消える

かもしれませんが、もっと雨が降ると思っていたので、期待外れでした。僕は雨も晴れのかもしれませんが、もっと雨が降ると思っていたので、期待外れでした。僕は雨も晴れの

日も好きなので、大雨でも梅雨の晴れ間でも歓迎します。むしろ、曖昧な曇り空に比べれ日も好きなので、大雨でも梅雨の晴れ間でも歓迎します。むしろ、曖昧な曇り空に比べれ

ば、雨が降る方がいいと思います。ば、雨が降る方がいいと思います。

　5・6月のテーマは連休明けの体を元に戻すことだけでした。ゴールデンウイーク中にア　5・6月のテーマは連休明けの体を元に戻すことだけでした。ゴールデンウイーク中にア

メリカへ帰っていたおかげで、日本で付いた習慣がほとんどくずれました。食生活や勉強メリカへ帰っていたおかげで、日本で付いた習慣がほとんどくずれました。食生活や勉強

の習慣を作り直すのは時間がかかりました。でも帰国することは悪いことばかりでなく、の習慣を作り直すのは時間がかかりました。でも帰国することは悪いことばかりでなく、

アメリカに帰ったため、気付いたこともありました。例えば、英語を書くことや読むことアメリカに帰ったため、気付いたこともありました。例えば、英語を書くことや読むこと

だけでなく、個人的に話すことも大事だと分かりました。私にとって英語を話すことはスだけでなく、個人的に話すことも大事だと分かりました。私にとって英語を話すことはス

トレスの解消になります。6月に四万十市のALTと久しぶりに連絡を取り、遊びに行けるトレスの解消になります。6月に四万十市のALTと久しぶりに連絡を取り、遊びに行ける

ようになりました。村外に出かけることはほとんどありませんが、たまには出かけるのもようになりました。村外に出かけることはほとんどありませんが、たまには出かけるのも

悪くないです。この時期、帰国するALT達の中で送別会があって、日本で過ごす日々を振悪くないです。この時期、帰国するALT達の中で送別会があって、日本で過ごす日々を振

り返り、将来について考える気持ちが強くなります。り返り、将来について考える気持ちが強くなります。

　僕も今後について考えることもありますが、今年も引き続き三原にいることにしたの　僕も今後について考えることもありますが、今年も引き続き三原にいることにしたの

で、三原村にいるために何が必要か考えていました。日用品を買い、勉強量を増やすとで、三原村にいるために何が必要か考えていました。日用品を買い、勉強量を増やすと

いった日常的なこともありますが、どうやってアメリカの学生ローンを返済しようかのいった日常的なこともありますが、どうやってアメリカの学生ローンを返済しようかの

ような大変なこともあります。引き続き日本にいるために一番重要なことは国際免許のような大変なこともあります。引き続き日本にいるために一番重要なことは国際免許の

切り替えでした。一から日本の免許を取る手順に比べたら、切り替えは易しそうかもしれ切り替えでした。一から日本の免許を取る手順に比べたら、切り替えは易しそうかもしれ

ないですが、運転嫌いの僕にとって、切り替えの試験は苦しかったです。幸い、国際免許のないですが、運転嫌いの僕にとって、切り替えの試験は苦しかったです。幸い、国際免許の

期限が切れる前に合格したので、2年ぐらい気にしなくてもよくなりました。今でも出来期限が切れる前に合格したので、2年ぐらい気にしなくてもよくなりました。今でも出来

るだけ運転はしたくないですが、雨に濡れずに済むし、村外へ出かけたりすることで、運るだけ運転はしたくないですが、雨に濡れずに済むし、村外へ出かけたりすることで、運

転することの価値もさらに見えるようになりました。転することの価値もさらに見えるようになりました。

　7月末に日本に来て一年を迎えます。最初の9ヶ月に比べれば最近の3ヶ月は平凡と言え　7月末に日本に来て一年を迎えます。最初の9ヶ月に比べれば最近の3ヶ月は平凡と言え

ます。平凡な日々が悪いということではありません。いつも新しいことを経験するのはそます。平凡な日々が悪いということではありません。いつも新しいことを経験するのはそ

れなりに疲れます。平凡な日々が続くと、日本にいる事実をすっかり忘れる時もありまれなりに疲れます。平凡な日々が続くと、日本にいる事実をすっかり忘れる時もありま

す。でも、改めて日本にいると思うと、僕の数ある夢の一つが叶っているのだと気持ちがす。でも、改めて日本にいると思うと、僕の数ある夢の一つが叶っているのだと気持ちが

ワクワクします。長く三原に住めば住むほど、僕が驚くことも経験しなかったことも少なワクワクします。長く三原に住めば住むほど、僕が驚くことも経験しなかったことも少な

くなりますが、それでも、三原にいることが退屈になる日が来なければいいです。くなりますが、それでも、三原にいることが退屈になる日が来なければいいです。

　仕事や生活に慣れて、ますます楽しくなります。5月下旬には英会話教室も始まり、初め　仕事や生活に慣れて、ますます楽しくなります。5月下旬には英会話教室も始まり、初め

て大人を教えることが出来てうれしいです。これからも、様々な人に会えるよう、期待して大人を教えることが出来てうれしいです。これからも、様々な人に会えるよう、期待し

ています。今年も一年、よろしくお願いします。ています。今年も一年、よろしくお願いします。

　梅雨入りしましたね。梅雨と聞くと一ヶ月の間、雨がやまずに毎日降り続くイメージを

持っていました。インターネットを見たり、誰かに聞いたら、その考え方がすぐに消える

かもしれませんが、もっと雨が降ると思っていたので、期待外れでした。僕は雨も晴れの

日も好きなので、大雨でも梅雨の晴れ間でも歓迎します。むしろ、曖昧な曇り空に比べれ

ば、雨が降る方がいいと思います。

　5・6月のテーマは連休明けの体を元に戻すことだけでした。ゴールデンウイーク中にア

メリカへ帰っていたおかげで、日本で付いた習慣がほとんどくずれました。食生活や勉強

の習慣を作り直すのは時間がかかりました。でも帰国することは悪いことばかりでなく、

アメリカに帰ったため、気付いたこともありました。例えば、英語を書くことや読むこと

だけでなく、個人的に話すことも大事だと分かりました。私にとって英語を話すことはス

トレスの解消になります。6月に四万十市のALTと久しぶりに連絡を取り、遊びに行ける

ようになりました。村外に出かけることはほとんどありませんが、たまには出かけるのも

悪くないです。この時期、帰国するALT達の中で送別会があって、日本で過ごす日々を振

り返り、将来について考える気持ちが強くなります。

　僕も今後について考えることもありますが、今年も引き続き三原にいることにしたの

で、三原村にいるために何が必要か考えていました。日用品を買い、勉強量を増やすと

いった日常的なこともありますが、どうやってアメリカの学生ローンを返済しようかの

ような大変なこともあります。引き続き日本にいるために一番重要なことは国際免許の

切り替えでした。一から日本の免許を取る手順に比べたら、切り替えは易しそうかもしれ

ないですが、運転嫌いの僕にとって、切り替えの試験は苦しかったです。幸い、国際免許の

期限が切れる前に合格したので、2年ぐらい気にしなくてもよくなりました。今でも出来

るだけ運転はしたくないですが、雨に濡れずに済むし、村外へ出かけたりすることで、運

転することの価値もさらに見えるようになりました。

　7月末に日本に来て一年を迎えます。最初の9ヶ月に比べれば最近の3ヶ月は平凡と言え

ます。平凡な日々が悪いということではありません。いつも新しいことを経験するのはそ

れなりに疲れます。平凡な日々が続くと、日本にいる事実をすっかり忘れる時もありま

す。でも、改めて日本にいると思うと、僕の数ある夢の一つが叶っているのだと気持ちが

ワクワクします。長く三原に住めば住むほど、僕が驚くことも経験しなかったことも少な

くなりますが、それでも、三原にいることが退屈になる日が来なければいいです。

　仕事や生活に慣れて、ますます楽しくなります。5月下旬には英会話教室も始まり、初め

て大人を教えることが出来てうれしいです。これからも、様々な人に会えるよう、期待し

ています。今年も一年、よろしくお願いします。
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　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のための

退職金制度です。

　以前、林業の仕事に従事されたことがあり、その当時、林退

共制度に加入していた方で、退職金請求手続きをしたお心当

たりのない方は、退職金をまだ受け取っていない可能性があ

ります。最寄りの支部または本部へお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

独立行政法人勤労者退職金共済機構  林業退職金共済事業本部

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル

電話03-6731-2889　ＦＡＸ03-6731-2890

・詳しくはホームページでもご案内しております。

http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

林業退職金共済制度（林退共）の退職金請求について

夏季の省エネルギーの取組について
～６月から９月は夏季の省エネキャンペーン～

６月から９月までの期間はエネルギー消費が増加する季節です。特に、家
電機器における省エネルギー対策を実践しましょう。

～夏の節電のポイント～
夏の節電が一番必要な時間帯である平日の１４時頃、 も多く
電気を消費しているのがエアコンで、約半分を占めています。
そのため、夏の節電において も重要なことは、エアコンを上
手に使うことです。

環境キャラクター

「エコくん。」

☑ものを詰め込みすぎない（詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較）
　年間で電気43.84kWhの省エネ 　約960円の節約

☑壁から適切な間隔で設置（上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合との比較）
　年間で電気45.08kWhの省エネ　約990円の節約

冷蔵庫

☑電球形LEDランプに取り替える（54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換）
　年間で電気90.00kWhの省エネ　約1,980円の節約

照明

☑テレビを見ないときは消す（1日1時間テレビ（32V型）を見る時間を減らした場合）
　年間で電気16.79kWhの省エネ　約370円の節約

テレビ　※液晶テレビの場合

☑夏の冷房時の室温は28℃を目安に（外気温度31℃の時、エアコン
　（2.2kW）の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合
　（使用時間：9時間／日））
　年間で電気30.24kWhの省エネ　約670円の節約

☑冷房は必要なときだけつける（冷房を1日1時間短縮した場合
　（設定温度：28℃））
　年間で電気18.78kWhの省エネ　約410円の節約

エアコン

～特に心がけていただきたい夏季の取組～
●家庭における省エネのポイント
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　森林経営管理制度は、手入れがなされていな
い森林について、市町村が仲介役となって、森林
所有者の方々と林業経営体をつなぐ制度です。
この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山
崩れの防止や水源のかん養（※）、木材生産など、
森林の多面的な機能を高めていきます。

※水源のかん養：森林が雨水を蓄えて、川の水量を

　調整する機能

　手入れがなされていない森林を対象に、市町
村から森林所有者の方々に今後の森林整備の方
法等の意向についてアンケートを行います。

　アンケートの用紙がお手元に届いた森林所有
者の方は調査への回答をお願いします。

★意向調査は対象の地域を分けて、順番に実施します。
　（※調査は一度に市町村の全域を実施しません。調査実施をお待ちいただく地域が
　ありますので、ご了承ください。）

★意向調査の後に、森林所有者の森林の経営・管理の方針を伺い、市町村で適切な管
　理方法を検討します。

森林経営管理制度
が始まりました。

平成31年４月１日から

森林経営管理制度とは

市町村が意向調査（アンケート）を行います。

適切に管理された森林

意向調査の流れ
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【制度のポイント】
①市町村が、森林所有者に、近年手入れがなされていない森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか、意
　向を調査します。
②森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ適当と認める場合には、所
　有する森林の経営や管理を市町村が引き受けます。
③市町村は、お預かりした森林が林業経営に適した森林の場合は、林業経営者に管理を委託します。
　また、林業経営に適さない森林については、市町村が管理を行います。

　林業の基礎知識や本県の林業の特徴を学べる講座を開催します。
　座学に加えて、先輩林業就業者と直接対話でき、林業就業へ向けての支援の紹介、高知県立林業
大学校の紹介などのプログラムがあります。
　まずは、林業の仕事を知る第一歩として「こうちフォレストスクール」にご参加ください。

参考：林野庁ホームページ
　　　「森林経営管理制度（森林経営管理法）について」　
　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html　

森林経営管理制度の流れ

「森林の適切な管理」を森林所有
者の責務として明確化
「適切な管理」とは･･･
森林の間伐、植栽、下刈りなどを
必要に応じて実施すること

責務の明確化

所有者が管理できる場合
（制度を活用しない）

林業経営に適した森林

所有者が管理できない場合
（制度を活用する）

森林所有者が自ら管理、または
自ら林業経営者等に委託

市町村に管理を委託

管理方法の選択

林業経営者に再委託

林業経営に適さない森林

市町村が管理

市町村における管理方法

こうちフォレストスクールの受講生募集こうちフォレストスクールの受講生募集こうちフォレストスクールの受講生募集

■日　　程　令和元年　８月２５日（日）・令和元年１０月　６日（日）
■時　　間　各回１３：３０〜１６：３０
■場　　所　香美市土佐山田町大平 80　森林研修センター研修館
■対 象 者　高校生以上の方　　　■そ の 他　受講料無料　　　■申込締切　各開催日の３日前
■お問い合わせ・申込　　（公財）高知県山村林業振興基金
　　　　　　　　　　　　高知県林業労働力確保支援センター（坂本）　ＴＥＬ　0887-57-0366

【市町村林務担当窓口】三原村農林業建設課
　住所：〒787-0892　幡多郡三原村来栖野 346
　電話：0880-46-2111
【高知県林業事務所担当窓口】幡多林業事務所振興課
　住所：〒787-0028　四万十市中村山手通 19
　電話：0880-35-5977

森林経営管理制度についてのお問い合わせは
所有する森林が所在の

市町村林務担当窓口　及び
高知県林業事務所担当窓口　へ
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高知県からのお知らせ
　　　森林所有者のみなさまへ・・・

１. 施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業
■造林事業(国庫事業)　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道等

区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模

令和元年度間伐事業等の支援制度

間伐率 補助要件等 補助率

森林環
境保全
直接支
援事業

下記の①、②のいずれかに該当
していること。
①森林経営計画の認定を受け
　た者。
②特措法に基づく特定間伐促
　進計画の事業主体に位置付
　けられた者。
※保育間伐を実施する場合は、
　施業実施前に「事前計画書」
　の提出に努めること。

68%

保安林又は市町
村森林整備計画
に規定する公益
的機能が高い森
林（72%）        

その他（36%）

※令和元年度で
廃止予定

下記の①、②のいずれか
に該当していること。
①森林経営計画の認定を
　受けた者。
②特措法に基づく特定間
　伐促進計画の事業主体
　に位置付けられた者、
　かつ集約化実施計画の
　対象森林。

※間伐・更新伐を実施す
る場合は、施業実施前に「
事前計画書」を提出する
こと。（森林作業道の計画
を含む）

～25年生
（除伐）

不用木の除去、不
良木の淘汰

0.1ha以上／施行地除 伐 規定無

30%

環境林
整備事
業

不用木の除去、不
良木の淘汰

下記の①、②のいずれかに該
当していること。
①県・市町村（ただし、事業主体
　が自ら所有する森林以外で
　森林所有者と協定を締結し
　た場合、又は寄付や分収契約
　解除等により公有林化した
　森林で実施した場合に限る。）
②森林整備法人、森林組合、森
　林法施行令第11条に定める
　特定非営利活動法人等（た
　だし、事業主体が自ら所有
　する森林で実施することを
　除くこととし、地方公共団
　体及び森林所有者と協定を
　締結した場合に限る。）

0.1ha以上／施行地
Ｃ：～60年生
（保育間伐C）

間　伐

A：不用木の除去、
不良木の淘汰
B：伐採木の平均
胸高直径が18㎝
未満の不用木の除
去、不良木の淘汰

0.1ha以上／施行地

A：～35年生
（保育間伐A）

B：林齢制限
なし
（保育間伐B）

保  育
間   伐

不用木の除去、
不良木の淘汰
搬出集積

～60年生
※森林経営計
画に基づく場
合は標準伐期
齢の2倍以下
の林齢

搬  出
間   伐

不用木の除去、不良木の
淘汰、支障木やあばれ木
等の伐倒、搬出集積

～90年生更新伐

■木材安定供給推進事業(国庫事業)　下表以外の作業種…路網整備

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

間伐材生産

【体質強化】
～60年生

不用木の除去、不
良木の淘汰、支障
木やあばれ木等、
の伐倒造材、集材
搬出集積、積込

  0.1ha以上／施行地

【体質強化】
①県が作成する体質強化計画
　に明記された「原木供給計画
　参画事業実施主体」のうち市
　町村、森林整備法人等及び知
　事が選定した林業経営体
②同一林班又は区域内に森林
　経営計画が作成されている
　場合は、翌年度末までに本事
　業での施行箇所を経営計画
　対象森林とするよう努める
　こと。

定額 (搬出材積
に応じて76～152
千円/haを加算)

搬出材積：
50m3/ha未満
350千円/ha＋間
接費以内
搬出材積：
50～70m3/ha未満
（350千円/ha＋間
接費）+76千円以内
搬出材積：
70m3/ha以上
（350千円/ha＋間接
費）+152千円以内
※条件により加算
が適用できない場
合があります。事前
に各林業事務所ま
でご相談ください。

【成長産業化】
①市町村、森林整備法人等
　及び選定経営体
②同一林班又は区域内に森
　林経営計画が作成されて
　いる場合は、翌年度末ま
　でに本事業での施行箇所
　を経営計画対象森林とす
　るよう努めること。

【成長産業化】

林齢制限なし

30%

0.1ha以上／施行地
①森林経営計画に基づ
　く場合
　森林経営計画ごとに
　間伐・更新伐の施行地
　面積の合計が5ha以上
　で平均搬出材積が
　10m3/ha以上
②特定間伐等促進計画
　に基づく場合　
　集約化実施計画ごと
　に間伐・更新伐のそれ
　ぞれにおいて施行地
　面積の合計が5ha以上
　で平均搬出材積が
　10m3/ha以上
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上記の事業を実施した場合には転用制限期間（５年又は１０年）がありますので、山林を
開発、転売、皆伐などを計画する場合は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。注意！：

令和元年度 合併処理浄化槽設置希望者を募集します

２. 自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家等を含む。）
■緊急間伐総合支援事業(県事業)　下表以外に…路網整備（500～1,500円/ｍ）など　

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率

保安林又は市町村森林整備計
画に規定する公益的機能が高
い森林で集約化が困難な森林

定額   80,000円/ha11～60年生
公益林保全整備
事業（保育間伐）

0.1ha以上／施行地 30%

■みどりの環境整備支援交付金(県事業)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

作業種 対象林齢 事業内容 補助要件等 補助率

除       伐

保育間伐
造林事業で採択された除伐及び保
育間伐（A・B・C）とする。

11～25年生 除伐：不用木の除去（森林環境保全直接支援事業） 定額　35,000円/ha

11～35年生
保育間伐A：不用木の除去、不良木の淘汰（森林環
境保全直接支援事業）

定額　35,000円/ha

11～45年生 保育間伐Ｂ：伐採木の平均胸高直径が18cm未満の不用
木の除去、不良木の淘汰（森林環境保全直接支援事業）

定額　30,000円/ha

11～45年生 保育間伐C：不用木の除去、不良木の淘汰（環境林整備事業） 定額　23,000円/ha

間　伐
国庫補助事業の対象とならな
い森林
※20%の間伐は、高知県小規模
林業推進協議会の会員に限定

森林整備支援事業
（搬出間伐）

0.1ha以上／施行地31～60年生
定額  122,000円/ha20%

定額  183,000円/ha30%

３. 再造林及び被害防護施設等に対する支援制度
■森林資源再生支援事業(人工造林・付帯施設整備・隔年下刈)…造林事業への嵩上げ（造林事業と合計で概ね90%相当）

■森林資源再生支援事業(再造林の推進)…伐採跡地の森林所有者に対する仲介活動、森林施業プランの提案及び同意取得活動に要する経費。

作業種 補助要件等 補助率

・コンテナ苗による再造林：27%以内（造林補
助率68%の場合は、合わせて95%となる。）
・上記以外の作業種：　　　 22%以内（造林補
助率68%の場合は、合わせて90%となる。）

造林補助事業で採択された人工造林及び附帯施設等
整備（鳥獣害防止施設等整備）、下刈り（隔年）とする。
ただし、シカ被害防護施設については、再造林と一体
的に実施するものとする。

① 仲介活動：10,000円/森林所有者1人
② 森林施業プラン作成：9,600円/ha
③ 同意取得活動：7,200円/ha

県が設置する協議会に登録した再造林を推進する者
が実施する以下の活動
① 仲介活動
　森林所有者の再造林に対する意思確認から再造林
　を行う事業者への仲介活動
②森林施業プラン作成
　森林所有者ごとの再造林から、その後の維持管理
　に要する経費と伐採により得られる収入等を試算
　するための森林調査及び提案書の作成
③同意取得活動
　森林所有者から再造林の同意を得るために行う面
　談・交渉等の活動

再造林

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

再造林の推進

－－－－ お問い合わせ先 －－－－
高知県　林業振興・環境部木材増産推進課（間伐担当）　０８８－８２１－４６０２

幡多林業事務所　　０８８０－３５－５９７７
※もしくは、お近くの市町村、森林組合までお問い合わせください。

募集期間：令和元年7月1日～令和元年11月30日まで

村ではトイレ・台所・お風呂・洗濯水などの生活雑排水を処理するため、合併処理浄化槽を新たに設置する事業を実施しております。

合併処理浄化槽を設置することにより、農業集落排水区域外においても、トイレの水洗化や生活雑排水の処理が可能となります。

※単独処理浄化槽（トイレのみ処理）から合併処理浄化槽への転換についても申請可能です。

※但し、柚ノ木、宮ノ川、来栖野地区の方は対象となりません。

5人槽　　　　332,000円

6～7人槽　　0414,000円

8～10人槽　　548,000円

補助金の限度額

お問い合わせ先
 三原村役場　住民課　　TEL:0880-46-2111　FAX:0880-46-2114
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　独立行政法人自動車事故対策機構では、ＮＡＳＶＡ療護施設（病院）の運営、介護料の支給、育成資金の貸付を行ってい

ます。又、該当される児童には、友の会の活動を通じて健やかな成長を支援しています。

【ＮＡＳＶＡ療護施設（病院）の運営】

　脳損傷による重度の意識障害の方（遷延性意識障害者）の治療・看護に特化した病院を運営しています。（全国に７ヶ所）。

　入院期間は、概ね３年以内です。

【介護料の支給】

　自動車事故が原因で、重度の後遺障害が残り、介護が必要な方に支給をしています。

　■金額／月額３５，４００円～２０９,４３０円　＊重度後遺障害の程度による

【育成資金の貸付】

　自動車事故が原因で保護者が亡くなられたり、重い後遺障害を残すこととなった家庭（生活困窮家庭）の児童を対象に、

　中学校卒業まで、無利子で育成資金をお貸ししています。

　■金額／一時金１５万５千円、入学支度金４万４千円、月額1万円及び２万円

【友の会の入会】

　育成資金の貸付・介護料の支給に該当された世帯を友の会の活動や交流会にご招待いたします。

　■体験旅行、コンテスト（書道・絵画・写真他）、交流会（間伐体験・クリスマス会等）

※お問い合わせは

　独立行政法人　自動車事故対策機構

　高知市南ノ丸町５-１７　高知県トラック会館内2階　（☎０８８－８３１－１８１７）まで　

借金の返済に関する無料相談会を、高知市、四万十市で開催します。

「こころの健康相談会」も同時に行いますので、心身に不調を抱えておられる方も、お気軽にご相談ください。

予約の必要はありませんが、終了時間の３０分前までにはお越しください。（ただし、受付時間内でも、人数が多い場合
は、受付制限をする場合がありますので、ご了承ください。）
借入れ・返済に関する資料があればお持ちください。
秘密は厳守します。

交通事故被害者の家庭をサポート

　～お金に関する悩みを、お気軽にご相談ください～

開催日時 場　　所

9月01日（日）13時～16時 高知県立消費生活センター（高知市旭町3-115ソーレ２階）

9月06日（金）17時～20時

幡多広域消費生活センター

※１社当たり債務額が140万円を超える相談は、対応できない場合がありますので、

　事前にご相談ください。

　四万十市立働く婦人の家　四万十市右山五月8-32

※四万十市立中央公民館の隣です。

多重債務者無料相談会のご案内

独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）は、下記の要領で「JICA海外協力隊」の2019年秋募集を行います。
世界約70ヵ国・1000を超える仕事が、今必要とされています。
あなたの技術・経験を開発途上国で活かしてみませんか？
現地の人々と協働しながら、人づくり、国づくりに協力します。
なお、2019年春募集よりボランティア制度が大きく変更されていますので、詳しくはウェブ上でご確認ください。

1.　応募期間
　　2019年8月20日（火）～2019 年9月29日（日）23:59締切
　　※原則ウェブ応募となります。
2.　応募資格　
　　生年月日が、1949年10月1日以降、2000年4月2日までの方。
　　希望可能な一般案件の制限：生年月日が1973年9月30日までの方は、一部の一般案件のみが対象となります。
　　いずれも、日本国籍を持っていることが前提となります。
■詳しくはJICA海外協力隊ウェブサイトを参照ください。
　https://www.jica.go.jp/volunteer/ 
■問合せ先　
　JICA海外協力隊募集事務局　03-6734-1242　　　JICA四国　087-821-8825

「JICA海外協力隊募集」  ～いつか世界を変える力になる。～

【お問い合わせ先】　高知県県民生活・男女共同参画課　☎088-823-9653
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【日　時】　令和元年8月28日(水)

　　　　　13:00～16:00　（受付開始12:30～）

【場　所】　宿毛文教センター（宿毛市中央２丁目７－１４）

【内　容】　企業によるプレゼン、個別ブースでの企業説明、ハローワークの相談コーナーなどもあります。

　　　　　面接会ではなく、説明会ですので、求職中の方をはじめ、立地企業に興味がある方など、どなた

　　　　　でも参加できます。お気軽にお越しください。

【参加費】　入場無料

【その他】　事前予約不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由、無料駐車場有　

【問い合わせ】　高知県庁　企業立地課　　電話 088-823-9693　

▼社会人・推薦入試
　社会人入試・8名程度募集（専願）　高校推薦・9名程度募集（専願）
　※専願は、合格後、確実に入学できる方を対象としています。
試 験 日　令和元年10月12日（土）
出願期間　令和元年09月02日（月）～09月20日（金）
▼一般入試
18名程度募集
試 験 日　令和２年01月23日（木）
出願期間　令和元年11月25日（月）～12月13日（金）
＊試験内容・出願方法等の詳細は、募集要項及び幡多看護専門学校ホームページをご覧ください

◎募集要項配布場所
　県庁一階募集要項コーナー、県立幡多看護専門学校、安芸福祉保健所、須崎福祉保健所、幡多福祉保健所
◎お問い合わせ先
　高知県宿毛市山奈町芳奈３番２号
　高知県立幡多看護専門学校 入試係まで　☎０８８０（６６）２５２５

高知県立地企業合同企業説明会

○放送大学は、10月入学生を募集しています。

○10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的

　で学んでいます。

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶこと

　ができます。

○全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。

○資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学高知学習センター（☎088-843-4864）までご請求下

　さい。

○出願期間は、第1回は8月31日まで、第2回は9月20日まで。

放送大学 入学生募集のお知らせ放送大学 入学生募集のお知らせ

令和２年度入学生募集令和２年度入学生募集
高知県立幡多看護専門学校

令和２年度入学生募集令和２年度入学生募集
高知県立幡多看護専門学校

令和２年度入学生募集
高知県立幡多看護専門学校

願）

校学学校学学門専門専 校校門学校学校専門学校
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第38回 みはら祭り第38回 みはら祭り

【問合せ】みはら祭り実行委員会　TEL 0880-46-2111

令和元年８月15日(木）
開催予定 花火打上げ20：30頃

　１０月１日（火）から１０月７日（月）は，「公証週間」です。
　「公証制度」とは，皆さんが不動産の売買・金銭の貸し借りなどの重要な契約を交わしたり，遺言
をされたりする際，法務大臣の任命する「公証人」に依頼して，法的に特別の証拠力が認められて
いる文書（公正証書）を作成することにより，後日のトラブル防止と取引や財産の安全の確保を図
る制度です。そこで，公正証書の作成方法や利点について見てみましょう。

　公証役場は，法務大臣に任命された公証人が，その権限に基づいて公正証書を作成する所です。
　公正証書には，次のような利点があります。

１　公正証書は国の機関に準ずる公証人が作成する文書ですので，裁判その他の面で極めて強い
　　証拠力が認められています。

２　公正証書の内容についての秘密は厳守され，原本は公証役場の書庫に厳重に保管されますか
　　ら，紛失及び改ざんの心配はありません。

３　金銭の支払契約で強制執行の条項を設けている場合には，その公正証書で相手の財産に対し
　　て強制執行をすることができます。つまり，相手が支払の約束に違反した場合には，訴訟を起
　　こすことなく相手方の動産・不動産・給料など各種の財産を差押え，債権を取り立てることが
　　できます。また，配当要求をすることもできます。

４　遺言公正証書には自筆遺言証書と違い，遺言者の死亡後，家庭裁判所の検認を受けることな
　　く直ちに不動産登記など，記載の内容を実現する効力があります。これにより，遺産分割に際
　　して各相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また，遺言公正証書については，原本を
　　電子情報化し，電子版として別途保存していますので，万一災害等によって原本が逸失した
　　場合にも復元ができます。

四万十会場
　日　時　１０月５日（土）及び １０月６日（日）
　　　　　午前１０時から午後０時まで及び午後１時から午後４時まで
　場　所　中村公証役場（事前予約制です。電話による相談はできません。）
　　　　　四万十市中村大橋通６丁目３番７号　第１とらやビル４階
　電　話　０８８０－３４－１７２８
　　　　　０８８０－３４－９７６６（FAX専用）

ご存じですか 公証制度

いつでも どこでも 信用される 公正証書

《無料公証相談》
公証週間中は，土曜日も無料相談を行います。
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自衛官等採用試験のお知らせ（自衛官候補生・一般曹候補生）
【自衛官候補生】

お問合せ　防衛省　自衛隊高知地方協力本部　四万十地域事務所　電話番号　０８８０－３５－３０９６　　　　

【身　　分】　特別職国家公務員（自衛隊員）
【応募資格】　学歴不問　１８歳以上２７歳未満から、１８歳以上３３歳未満に変更
　　　　　　ただし、３２歳の者にあっては、採用予定月の１日から起算して３月に達する日の翌月の末日現在、
　　　　　　３３歳に達していない者に限ります。
【試験種目】　筆記試験（国語、数学、社会及び作文）、口述試験、適性検査及び身体検査
【受付期間】　受付は年間を通じて行っております。
【試験期日】　受付時にお知らせします。
【給 与 等】　（月額）１３３,５００円、自衛官任官後（約３ヶ月後）から　１６９,９００円　２０１９年１月１日現在
【各種手当】　自衛官任官後、扶養手当、地域手当、航海手当、航空手当等がそれぞれの該当者に支給されます。また、年２回
　　　　　　期末・勤勉手当が支給されます。
【休日・休暇】　年次休暇のほか、年末年始の特別休暇、産前・産後休暇、育児休業等があり、週休２日制が実施されています。

【身　　分】　特別職国家公務員
【応募資格】　学歴不問　１８歳以上２７歳未満から、１８歳以上３３歳未満に変更
　　　　　　３２歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者。
【試験種目】　1次試験：筆記試験（国語・数学・英語・作文）、適性検査
　　　　　　2次試験：口述試験、身体検査
【受付期間】　令和元年７月１日(月）～９月６日（金）
【試験期日】　1次試験：令和元年   ９月２１日(土）
　　　　　　2次試験：令和元年１０月１２日（土）・１３日（日）のうち、いずれか１日を指定されます。
【給 与 等】　（月額）１６９,９００円　２０１９年１月１日現在
【各種手当】　扶養手当、地域手当、航海手当、航空手当等がそれぞれの該当者に支給されます。また、年２回期末・勤勉手当
　　　　　　が支給されます。
【休日・休暇】　年次休暇のほか、年末年始の特別休暇、産前・産後休暇、育児休業等があり、週休２日制が実施されています。

【一般曹候補生】

※応募資格（年齢）が変更されました！

カクニャン

25％もお得な
プレミアム付商品券

あなたは対象者？確認にゃん!

消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、
地域の消費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

プレミアム付商品券確にんや
住民税非課税の方 小さな乳幼児のいる子育て世帯

（申請が必要）
2019年度分の住民税
（均等割）が
課税されていない方

（申請は不要）
2016年4月2日から
2019年9月30日までに
生まれたお子さまがいる世帯

専用ダイヤル：
９時から18時（平日のみ）
■IP電話からおかけの場合：050-3538-4557
■FAXでお問い合わせの場合：03-5690-5131

お　問　合　せ　先

0570-02-2036
レッツ プ レ ミ ア ム 02premium.go.jp

プレミアム付商品券

※住民税が課税されている方に
　扶養されている方（生計を一に
　する配偶者、扶養親族等）、生活
　保護を受給されている方等は
　除きます。
※おひとりにつき、最大2.5万円
　分の商品券を2万円で購入で
　きます。

○住民税非課税の方、小さな乳幼児のいる子育て世帯の両方の要件に
　該当する方は両方の立場で商品券を購入いただけます。
○商品券は5千円単位で購入することもできます。（5千円分の商品券
　を4千円で購入）
○商品券は、2019年10月1日から2020年3月31日までの間で発行元
　の市区町村が定める期間、原則、その市区町村内の使用可能な店舗で
　使用できます。

※住民票のある市区町村から世
　帯主の方宛てに購入引換券が
　届きます。
※お子さまおひとりにつき、最大
　2.5万円分の商品券を2万円で
　購入できます。
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令和元年度　小･中学校人権標語 優秀 作品
●小学校１･２･３年生
三原小１年生
☆ いつまでも　たのしくあそぼう　なかよくね

宇賀　るい
☆ ともだちが　ないているときは　たすけるよ

田野　まさき
☆ ありがとう　うれしいことば　いいたいな

東　ゆうか
三原小２年生
☆ あいさつは　友だちふやす　ことばだよ

田野　きらら
☆ あいさつは　こころをこめて　げんきよく

市原　めい
☆ 友だちと　けんかをしたら　ごめんなさい

宮口　そうし
三原小３年生
☆ 三原村を　えがおとあいさつで　いっぱいに

岡村　めいさ
☆ あいさつは　えがおいっぱい　うれしいな

田野　えいた
☆ ごめんなさい　その一言で　なかなおり

東　たかひろ
●小学校４･５･６年生
三原小４年生
☆ いじめはね　みんなのこころ　きずつける

岡本　めい
☆ ありがとう　ことばをつかい　つなげるよ

浜田　よした
☆ あいさつは　心と心を　つなげるよ

田野　はやと
三原小５年生
☆ いじめはね　差別と同じ　いけません　人の心を　きずつけるから

山﨑　あきと

☆ ともだちの　がんばろうねで　やるきでる
德弘　えいと

☆ 友だちと　仲よく遊べば　楽しいよ
 淺野　はるき

三原小６年生
☆ 友だちを　大切にしよう　おもいやり　

藤村　らいき
☆ 思いやり　みんなに持とう　さべつなく

浜田　みひろ
☆ ありがとう　その一言で　仲良しだ

森本　てっしん
●中学校
三原中１年生
☆ いいところ　見つけ合えば　笑顔咲く

大塚　琉生
☆ ありがとう　その一言が　やわらげる

 加用　将暉
☆ 悪口は　人も自分も　傷つける

濱畑　　理
三原中２年生
☆ 考えよう　相手の気持ちと　言葉遣い

岩﨑　　一
☆ 差別から　皆で人権　守り抜け

白石　天地
☆ その言葉　だれかの心　傷つける

福本　瑚菜水
三原中３年生
☆ 意味わからん　いじめや差別　ある事が

岡田　竜誠
☆ 自分から　伝えて笑う「ありがとう」

岡村　歩美
☆ ありがとう　仲良く過ごせる　合言葉

中西　亜希

　三原村食生活改善推進協議会の会長を務めていらっしゃる、津野 美也さんが、栄養関係功労者の食

生活改善事業功労者部門で、厚生労働大臣表彰を受賞されました。

　津野さんは１９９５（平成７）年４月から三原村食生活改

善協議会の推進員となり、２００１（同１３）年から同協議会

の会長を務めていらっしゃいます。

　また、２００２（同１４）年から幡多地区食生活改善推進協

議会会長、２００４（同１６）年からは、高知県食生活改善推

進協議会の副会長も務められるなど、三原村のみならず、多

方面で『食の改善』に尽力されてきました。

　本当におめでとうございます。

津野 美也さんが厚生労働大臣表彰を受賞


